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（別紙様式４－２）                                                 （特別支援学校用） 
 

（   盲   ）学校 令和６年度（２０２４年度）学校評価計画表 
 

１ 学校教育目標 
幼児児童生徒、一人一人の教育的ニーズや法令等の根拠に基づいた教育活動を実践し、保護
者、教職員との更なる信頼関係の構築に努め、安心安全な学校を実現する。 

 
 

２ 本年度の重点目標 
(1)幼児児童生徒、保護者、教職員の更なる信頼関係の構築に努め、機動的な教育活動を実現
する。 
(2)業務改善の意識を高め、自らの働き方を見直し、日々の授業や教育活動の充実に取り組
む。 

 

３ 自己評価総括表 
  評価項目 

評価の観点 具体的目標 具体的方策 評価 成果と課題 
大項目 小項目 

 
学校 
経営 
 

学校活性
化と情報
発信 

・盲学校の各活
動の活性化 

・職員全体で
特色・魅力あ
る各活動を発
信する。 

・職員全体で
特色・ 魅力
ある各活動を
学校HPや
Instagram、
Ｘ、学級通信
等で発信す
る。 

Ａ 

・各学部の様々な
教育活動の様子や
学校行事等、ＳＮ
Ｓを通じて１月末
時点で２７０件以
上の発信できた。 

業務改善
・働き方
改革 

・教職員の意識
改革 

・年間や月行
事計画を提示
し、時差出勤
を活用し、勤
務時間の割振
り等を実施す
る。 

・時差出勤を
導入し校務能
率の一層の向
上とワークラ
イフバランス
の推進を図
り、働き方改
革の意識を高
める。 

Ｂ 

・４月から１２月
末で１９３件の時
差出勤の申請と利
用があった。学部
朝会で申請者を周
知し、時差出勤が
利用しやすい雰囲
気づくりに取り組
んだ。 

専門性の
向上と維
持・継承 

・視覚障がい教
育にかかわる教
職員の専門性の
底上げ 

・教職員全員
が視覚障がい
教育の土台と
なる専門性を
身に付ける。 

・研修（学部
学科研修、全
体研修、希望
者研修）内容
の検討を行
い、幼児児童
生徒に効果的
に指導できる
知識・技能を
学ぶ。 

Ａ 

・本校職務年数や準
ずる教育課程の指導
の経験等から、学部
学科研修（歩行指
導）・希望者研修
（点字）の内容を実
践的な内容に変更し
た結果、指導にかか
わる専門性が向上し
た。 

 
授業 
の充実 
 

カリキュ

ラム・マ

ネジメン

トの実施 

・カリキュラム

マネジメントの

推進 

・学校目標、学

部目標を踏ま

え学部間の系

統性について

共通理解し、

幼児生徒の実

態に応じた教

育課程になる

よう見直し工

夫 改 善 を 行

う。 

・毎月末に評
価の日を設定
し、学部内や
学部間での学
習計画や学習
について具体
的な振り返り
と 評 価 を 行
う。また、教
育課程検討委
員会（５回／
年）では、各
学部で協議し
た内容につい
て学校全体で
見直し、教育

Ｂ 

・毎月末に評価の
日を設定し、授業
の振り返りや学習
計画等の見直しや 
検討をすることが
できた。各学部で
育成したい力を育
むことができるよ
う、具体的に協議
内容を設定する
等、効果的な話合
いの工夫も必要で
あった。教育課程
検討委員会では、
年５回実施する中
で、各学部の状況
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課程の改善に
つなげる。 

を共有し、学校全
体で共有すること
ができた。今後も
学校全体で横断的
な授業が展開でき
るよう継続して取
り組む。 

個に応じ
た指導の
充実 
 

・一人一人の教

育的ニーズに応

じた授業の充実 

・個の実態に

応じた目標の

設定や指導実

践ができるよ

う、担当者間

や学部間で情

報を共有し、

授業の工夫や

改善を行う。 

・個別の教育

目標と授業者

の評価を照ら

し合わせなが

ら、学びの履

歴を確認し、

目標の検討や

手立ての工夫

など授業改善

につなげる。 

Ｂ 

・評価週間を設定
し、個別の指導計
画をもとに学習目
標に対する評価や
指導内容の振り返
りについて、評価
することができ
た。評価内容を担
当者間で共有する
機会が必要な部分
もあったが、新た
な目標設定や手立
ての工夫につなげ
ることができた。 

 
キャリ
ア教育 
(進路 
指導) 

就職・進
学指導、
国家試験
対策の充
実 
 
 

・個々に応じ
た進路先の保
障 
 
 

・卒業学年
生徒全員の
希望に根差
した進路先
を開拓・紹
介する。 

・定期面談を
通じて個々の
ニーズを集約
するととも
に、各企業・
施設等を訪問
し、啓発及び
マッチングを
推進する。 

Ａ 

・企業、福祉施
設、職業訓練校、
大学等への訪問・
連絡・啓発等を通
じて各人のニーズ
に応じた進路先を
開拓するととも
に、３年生全員の
進路決定を実現し
た。 

・あはき師国
家試験合格に
向けた取組の
充実 
 

・受験者全員
が早期に合格
点を取得でき
るよう支援す
る。 

・本校作成模
試、他校模
試、全国統一
模試等を実施
するととも
に、個々の課
題を克服する
ための資料・
教材提供を行
う。 

Ａ 

・各種模試の実施
を通じて知識の拡
充・応用力向上を
目指すとともに、
要点精選資料を用
いて苦手意識の克
服を進めた。今後
は試験難易度上昇
への対策を進める
必要がある。 

キャリア
発達に関
する力の
育成 

・校内外にお
ける実習・学
習活動の充実 
  

・作業学習
・臨床実習
の更なる充
実を図ると
ともに、各
生徒のスキ
ルアップ、
キャリア発
達促進のた
めの対外的
活動を企画
する。 
 

・普通科では
働くことをよ
り身近に感じ
られるよう、
引き続き近隣
校での作業学
習の充実を図
るとともに、
新たにビジネ
スマナー講
座、公正採用
選考に関する
学習等を企画
する。 
・理療科では
治療院、訪問
マッサージ業
者、一般企業
等での体験的
実習を行うこ
とで、現場で

Ａ 

・普通科では近隣
校での作業学習継
続に加え、他校教
員等から得た情報
を実習先選定に生
かした。また、ハ
ローワーク職員に
よる研修会・当事
者講話・重複障害
保護者研修会等を
企画し、各人のキ
ャリア発達を促進
した。 
・理療科では施
設、病院、県庁等
での実習に加え、
県外講師招聘研修
を実施し、応用的
臨床能力の向上を
図った。また、ヘ
ルスキーパーとし
ての就労を希望す
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利用可能な知
識や技術の補
強を図る。 

る３年生徒につい
ては、企業での実
習を行うことがで
きた。 

 
生徒 
(生活) 
指導 

問題行動
等の未然
防止 
 
 

・生徒指導等に
関わる気付きや
情報の共有 
 
 

・諸問題の早
期発見に努め
、一貫した指
導につながる
よう職員間で
の情報共有・
共通理解を図
る。 

・月２回、学
部会での学部
職員間の情報
共有を軸に、
担任と寄宿舎
・保護者との
面談、養護教
諭との連携、
ＳＣ等関係期
間との連携を
図り、情報を
共有して対応
に当たる。 

Ａ 

・月２回の学部会
では、まず情報共
有の時間を確保
し、個別面談内容
や課題等の共通理
解を図った。 
・それぞれの状況
に応じて、寄宿舎
・養護教諭・SCと
連携を図りながら
対応することがで
きた。特にSCには
毎回有意義な示唆
をいただいた。 

・規範意識や倫
理観を高めるた
めの生徒指導の
充実 

・校則見直し
を通して生徒
の規範意識や
倫理観を高め
る。 
 
 
 
 
・児童会・生
徒会活動を通
して、生徒主
体で規範意識
を高める。 

・生徒心得に
ついて考える
時間を確保し 
生徒会を中心
に自分事とし
て見直しを行
えるよう指導
する。 
・身だしなみ
やマナー、交
通ルール等、
児童・生徒が
呼びかけを行
う機会をつく
り生徒主体の
活動の充実を
図る。 

Ａ 

・生徒代表と職員
との話し合いを通
し、実態に合った
見直しを行うこと
ができた。１２月
・１月と２回に渡
り活発な話し合い
ができた。 
・委員会活動で、
身だしなみやマナ
ーに関する呼びか
けを行う機会があ
ったが、年間を通
しての活動までに
は至らなかった。
交通安全面の活動
も少なかった。 

 
人権教
育の推
進 

人権意識
の高揚と
実践力、
行動力の
育成 

・教育活動全体
を通じた人権教
育の推進 

・職員の人権
意識の高揚を
図る。 
・幼児児童生
徒へのより良
い人権教育の
授業づくりを
行う。  

・職員が自身
の行動を振り
返る「人権感
覚セルフチェ
ック」を行
う。（年１
回） 
・個別的な人
権課題や人権
教育の指導方
法等の在り方
について、職
員研修を行
い、人権意識
の高揚を図る
とともに、他
学部の実践事
例を知る機会
を設け、人権
教育の授業づ
くりに活かせ
るようにす
る。 

Ａ 

・人権感覚セルフ
チェックを実施
し、各々の回答を
自分で管理するこ
とで継続的な振り
返りを推進した。
人権教育に関する
教職員研修を２回
実施し、研修後ア
ンケートにて参考
になったという意
見が多くあった。
・障がい者の人権
についての研修を
求める意見があっ
たため、ニーズに
応えた研修の充実
を図る必要があ
る。 

「命を大
切にする
心」の育
成 

・「命を大切に
する心」を育む
指導の充実 

・幼児児童生
徒の実態に応
じた計画的で
系統的な指導

・全学部の各
学級で学期に
１回以上の人
権教育の特設

Ａ 

・必要性の高い学
習内容を中心に全
学部で、学期に１
回以上、実態に応
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を行う。 授業や、幼児
児童生徒の実
態に応じた人
権教育を意識
した取組を行
い、命を大切
にする心を育
む。 
・幼児児童生
徒が人権につ
いて考え、表
現する機会を
設ける。 

じた人権学習会等
を実施した。人権
週間には、各学部
の代表生徒から校
内放送にて、人権
に関することや自
分の意見を発信す
る場を設け、他者
を認める心を育む
取り組みを行っ
た。学級通信やSNS
などでの発信にて
保護者への周知に
さらに力を入れる
必要がある。 

 
いじめ
の防止
等 

いじめの
未然防止
・早期発
見の徹底 
 
 

・いじめの未然
防止 

・いじめの起
こりにくい環
境作りに努め
いじめを許さ
ない学級つく
りを進める。 
 
 
・各種相談窓
口やスクール
カウンセラー
の周知を行
い、相談 
できる環境つ
くりを進め
る。 

・「心のきず
なを深める月
間」期間等で
いじめ防止や
仲間づくりに
関する児童・
生徒会活動を
行う。 
・スクールカ
ウンセラーと
の面談申し込
み方法の工夫
や身近に感じ
られるような
工夫を行うと
ともに、相談
上の情報を適
切に共有す
る。 

Ａ 

・「心のきずなを
深める月間」で
は、各学部で児童
生徒が互いを理解
する活動や、親睦
を深める行事、思
いやりの大切さを
訴える活動など、
充実した取組がで
きた。 
・Formsを使って申
し込む方法を始め
たことで職員を介
さず直接申し込め
るようになった。 
ＳＣと面談した生
徒については、毎
回担任が確実に情
報を共有すること
ができた。 

・いじめの早期
発見 

・生徒の小さ
な変化に気付
き、情報を共
有し共通理解
する体制のも
とでの生徒指
導を実施す
る。 

・年３回心の
アンケートを
実施し、これ
元にしたいじ
め防止対策委
員会を実施す
る。情報の共
有、事案の検
討を丁寧に行
い、外部専門
家の助言を活
かして事態の
改善や未然防
止を図る。 

Ａ 

・年３回心のアン
ケートを実施、そ
の後寄宿舎・保護
者と連携を図りな
がら丁寧に個別面
談・対応を行っ
た。学期毎のいじ
め防止対策委員会
では、児童生徒に
ついて多角的な意
見や指導助言を受
け、学部会で共有
し指導に活かすこ
とができた。 

 
地域 
支援 

視覚障が
い教育の
センター
的役割の
推進 

・県下全域の支
援の充実 

・教育相談、
継続的学習支
援、巡回訪問 
相談、弱視教
育担当者ネッ
トワーク会の 
実施 

・幼児児童生
徒の在籍する
園や学校へ、
年１回以上巡
回訪問を行
う。 
・幼児から成
人者にいたる
まで、相談者
の実態や教育
的ニーズに応
じた相談業務
を行う。 

Ａ 

・全ての弱視特別
支援学級および、
依頼のあった通常
学級、他障がい種
の特別支援学級、
園へ巡回相談を行
った。 
・幼児から成人者
まで相談のあった
ケースに応じて、
相談、情報提供、
学習支援等を行っ
た。 
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・盲学校での教
育相談の紹介と
各関係機関との
連携強化 

・相談しやす
い仕組みづく
り、サマース
クールなど行
事のＰＲ、み
るくまネット
への参画を含
めた医療・福
祉機関との連
携を図り、関
係機関と相談
者とをつなぐ
ハブの役割を
果たす。 

・医療機関、
保健センタ
ー、福祉機
関、パラスポ
ーツ関係者等
に教育相談の
チラシを配布
し、本校の取
り組みをＰＲ
する。 
・連携機関か
らの情報を収
集し、相談業
務に生かす。 
 
 

Ａ 

みるくまネットへ
の参画等を通して
関係機関との連携
を図り、情報共
有、情報発信を行
った。市町の保健
センターに出向
き、教育相談のＰ
Ｒを行った。 
・医療、福祉等と
連携し、情報収集
を行うとともに盲
学校での個別の教
育相談に生かし内
容の充実を図っ
た。 

 
環境・
健康教
育 

健康教育

の推進 

環境衛生の推進 ・安全で、衛
生的な校内及
び校外環境を
整備する。 

・児童生徒、
職員全員で役
割分担をして
環境衛生に取
り組む。 

Ｂ 

・児童生徒による
掃除の時間を設け
てＡＤＬの向上を
図ることができ
た。職員の役割分
担に課題があった
ので次年度改善し
たい。 

保健指導の推進 ・性に関する
指導や薬物乱
用防止の関す
る指導等をよ
り効果的に行
う 

・全体での保
健指導の時間
定期的に確保
し、保健に関
する情報を効
果的に指導す
る。 

Ａ 

・学校保健委員
会、始業式や終業
式の場を利用し
て、課題に沿った
保健指導ができ
た。食育の放送を
毎月行ったり、熱
中症予防週間を設
けたりして、適
宜、保健指導に取
り組むことができ
た。 

情報教
育 

情報セキ
ュリティ
と情報機
器の活用 
図書館の
環境整備
及び活用
とホーム
ページの
活用 

・情報の適正な
取り扱いの徹底
と情報漏洩の防
止 
 
 
 
 
 
 
 

・情報の適正
な取り扱いに
対する意識向
上を目指す。 
 
 
 
 
 
 

・Googleクラ
スルームやそ
の他の場所
で、適切な取
り扱いの方法
を共有し、職
員の認識を高
めることに努
める。 

Ａ 

・全職員で情報の
適切な取り扱いを
徹底することがで
きた。しかし、情
報機器の活用が今
後さらに多様化す
ることが予想され
る中で、それに対
応した取り扱い方
法の整備が新たな
課題となる可能性
がある。 

・情報機器を活
用したＩＣＴ教
育の推進 
 
 
 
 

・自立活動や
視覚障害教育
の専門性に沿
った情報機器
の活用を目指
す。 
・読書バリア
フリー法に基
づく読書環境
整備を目指
す。また、個
々のニーズに
対応した教育
活動充実のた

・研修部と連
携し、活用法
を推進すると
ともに、グー
グルドライブ
等に事例を記
録し、技術の
継承を行う。 
・電子書籍、
サピエを活用
し、デジタル
媒体、点字デ
ータ、音声デ
ータの積極的

Ｂ 

・授業での情報機
器の活用について
は、教師間で連携
を図りながら進め
ることができた。
一方で、機器の活
用事例を効率的に
共有・活用するこ
とが課題として挙
げられる。 
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めの資料提供
を行う。 

な利用を促
す。 

・図書館の環境
整備と図書の充
実 
・学校ホームペ
ージやＳＮＳの
充実 

・それぞれの
部署で協力し
てホームペー
ジ等、ＳＮＳ
更新に努め
る。 

・それぞれの
部署で情報の
偏りが生じな
いよう、行事
等、迅速にホ
ームページに
公開する。 

Ａ 

・個々のニーズ、
要望、校外利用者
への資料提供など
概ね対応すること
ができた。読書に
関する新しい情報
発信、電子書籍、
データ等の積極的
な利用、活用面で
のサポートを推奨
していきたい。 
・学校の様子を定
期的にSNSなどで発
信することができ
た。情報を効率的
に発信するための
連携体制を構築す
ることが今後の課
題である。 

 
安全管
理 

安全な学
校生活の
保障 

・より実践的な

避難訓練の実施 

・大災害発生

時に実際に起

こりうる状況

を想定して、

各種避難訓練

を実施する。 

・避難経路に

障害物を置い

たり、防火扉

を閉鎖したり

した状況で避

難訓練を実施

する。 

Ａ 

・火災訓練では、
防火扉を閉じ、地
震訓練では避難経
路に通行不可箇所
を設定し、訓練を
行った。より実践
的な避難訓練を実
施することができ
た。 

・校内防災体制
の改善 

・校内の備蓄
体制を改善す
ると共に、防
災訓練を通し
て、危機管理
マニュアルを
改善する。 

・ローリング
ストック法に
よる備蓄体制
を構築すると
共に、訓練後
のアンケート
等を通して危
機管理マニュ
アルを改善す
る。 

Ａ 

・食料及び飲料の
備蓄について、購
入計画を作成し、
必要分を新たに購
入した。また各種
訓練後にはアンケ
ートを実施し、危
機管理マニュアル
の改善に活用する
ことができた。 

 
保護者
との連
携 
 

説明責任
と情報提
供 

・教育活動への

理解と協力 

・授業参観や

個別面談を実

施し、教育活

動に関する説

明を丁寧に行

い、教育目標

の方向性を確

認し、保護者

との連携を深

める。 

・個別の教育

支援計画・指

導計画の作成

や 個 別 面 談

等、年間計画

に沿って、計

画的に実施で

きるようにす

る。 

Ａ 

・個別面談を実施
し、個別の教育支
援計画等を通じて
教育目標の方向性
について情報共有
をすることができ
た。また、個別面
談期間に授業参観
を兼ねる等、学校
行事以外にも日々
の授業を参観でき
る機会を確保す
る。 

 
寄宿舎
教育 

基本的生
活習慣 

・自立を目指し
た生活経験の充
実 

・日常生活の
指導、支援に
おける質的、
量的な充実を
図る。 
 

・方法や動作
をわかりやす
く言語化し、
実践の積み重
ねを行う。 
・生活動作を
舎生一緒に行
いながら、聴
覚や触覚を使

Ａ 

・日常生活動作を
身につけるため
に、動作や工程を
一緒に行いなが
ら、わかりやすく
言葉で伝えるよう
にした。重要視し
てきた生活経験の
積み重ねから、よ
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い、感覚的な
イメージがも
てるような指
導、支援の工
夫をする。 

りよくするための
工夫や段取りなど
を、舎生と一緒に
考え、取り組むこ
とができた。 

安全安心
な生活 

・寄宿舎生が安
心安全に過ごす
ための生活環境
の整備 

・寄宿舎生が
生活空間を把
握し、安全に
過ごすための
環境を整備す
る。 
・有事の際に
適切な行動を
取るための危
機管理意識の
向上を図る。 

・施設内の名
称を職員、寄
宿舎生間で統
一し、分かり
やすく、安全
な歩行移動を
確保する。 
・防災、緊急
時対応の訓練
や研修を年間
計画に沿って
実施する。 

Ａ 

・生活動線等で安
全な移動ができる
よう施設内の全体
的な構造や動線を
言語化することに
取り組んだが、不
完全、未定着部分
があるため、次年
度も引き続き取り
組んでいく。 
・防災、緊急時は
舎生一人で避難ま
での自助行動を落
ち着いてとること
ができた。 

 
地域連
携(ｺﾐｭﾆ
ﾃｨ･ｽｸｰﾙ
など) 

コミュニ
ティース
クールの
推進 

・地域と連携し
た学校の活性化 

・学校運営協
議会を通じ、
本校の学校運
営や教育活動
について地域
や関係機関の
連携強化を図
る。 

・学校運営協
議会の開催と
学校行事へ案
内し、医療、
行政、学術・
近隣校等、様
々な視点から
助言をいただ
き、課題改善
に活用する。 

Ａ 

・地域校との交流
及び共同学習を通
して、普段少人数で
学んでいる児童生
徒のコミュニケー
ションや協調性向
上につながり、今後
も継続して活動し
ていくことを確認
できた。 

  
 

４ 学校関係者評価 

医療や福祉等の関係機関との連携について、医療機関（眼科）や県内市町村の行政と連携する

ことで、現在減少傾向にある専攻科受検生の掘り起こしにつながる。眼科医学会のパンフレット

に盲学校教育相談に関する紹介する項目を掲載し、視覚障がい教育の理解啓発に取り組んでい

る。 

交流及び共同学習では、地域の学校とつながることで、少人数学級でなかなか同年代と関わる

機会が少ない児童生徒がコミュニケーションや協調性等を学ぶ貴重な機会となっている。また、

交流校からは、障がいに関する必要な配慮が子ども同士に関わりから自然に生まれるなど、障が

い理解の促進につながっているという意見をいただいた。 

 

 
 

５ 総合評価 
本年度においても、学校評価アンケート（保護者・教職員）を根拠として、学校評価と学校

評価アンケートの項目を結合し、評価を行った。ほとんどの項目で９０％（十分達成できてい
る・達成できている）以上の評価でＡとしたが、次年度の方向性として、これまでの同じよう
な評価項目や取り組みから一歩前進した取り組みと改善を目指すことを、それぞれの関係部署
で確認ができている。 

交流では、居住地校交流、地域交流、ポニーキャンプ、青少年交流プログラムでの来日して
の日韓交流等の取組を行った。また、学校行事では、体育祭において、幼児児童生徒や保護者
、教職員、介護等体験の大学生、地域の方が参加者全員で「サンバおてもやん」を踊った。そ
の他にも、招待ボウリングや手で見る造形展など、充実した教育活動の取組ができた。 
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６ 次年度への課題・改善方策 
１ 専門性の向上 
・自立活動委員会を新たに立ち上げ、自立活動における幼小中高の系統性のある学びの確保な
ど、組織的に取組むための体制づくりに取り組んだ。しかし、役割分担や年間スケジュールな
ど、推進役や分掌業務等が明確になっていなかったことから、効果的な運営にまでは至ってい
ない。今年度の反省を踏まえ、次年度は、自立活動の指導のスキルアップ研修を通じて、スキ
ルアップウィークや公開授業週間の設定など年間行事に組み込み、より推進できるよう改善を
進める。 
２ 業務改善・働き方改革  
・業務分担表を作成し、各分掌部による業務分担見直しを図り、職員一人一人の意識改革を行
う。 
・すぐーるや教務支援システム、Plant（全国教員研修プラットフォーム）、ＲＰＡなど、様々
なアプリやツールについて、研修等を設定し教職員全員が活用できるスキルを身につけ、効率
的な校務推進に向けて取り組む必要がある。 
３ 情報発信と共通理解 
 学校評価アンケートでは、ある項目のよっては、「分からない」と回答した保護者、教職
員が一定数いた。各取組の丁寧な説明や学級通信、ＳＮＳを使って様々な取組の情報発信を
活性化し、ＰＴＡ活動を含め学校全体が一体となる取組をより推進する必要がある。 
 

 


